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第 １ 章　伊万里市の概要

　伊万里市は、佐賀県の西北部にあって、東松浦半島と北松浦半島の結合する位置にあり、伊

万里湾が深く入り込んだ天然の良港を擁しています。古くから大陸貿易の基地として発展し、

江戸時代には「古伊万里」の積出港として大いに栄え、「イマリ」の名を世界に広めました。

　鍋島藩窯３００有余年の歴史と伝統を誇る伊万里焼をはじめ、伊万里梨や伊万里牛など「食

のまち伊万里」としての特産品も全国的に有名です。“秘窯の里”として知られる大川内山に

は、かつて藩窯がおかれ、将軍家献上のほか、公家や諸大名への贈答品として至宝「鍋島」が

生産され、平成１５年には大川内鍋島窯跡が国史跡の指定を受けました。

　近年では、伊万里湾総合開発を軸に大規模な臨海工業団地を造成し、造船業やＩＣ関連産

業、木材関連産業、水産加工業等の進出もあり、本市の基幹産業を担っています。平成２９年

に開港５０周年を迎えた伊万里港は、平成２３年に、国際海上コンテナの「日本海側拠点港」

に選定され、北部九州の物流拠点としての役割が大いに期待されています。現在、韓国釜山航

路をはじめとした四つの定期航路が運行されており、コンテナ貨物取扱量は、令和２年におい

ては、コロナ禍という状況にも関わらず過去最多を更新しました。

　一方、陸上交通では、西九州自動車道の南波多谷口ＩＣ、山代久原ＩＣの供用開始に続き、

平成３０年３月に伊万里東府招ＩＣが開通しました。九州の経済や文化の中心である福岡都市

圏との移動時間がさらに短縮されたことにより、伊万里市の産業経済、観光文化の振興・活性

化に大きな効果が期待されます。

　『伊万里市まち・ひと・しごと創生総合戦略』に基づく４つの基本目標の実現に向け、人、

産業、地域が元気なまちづくりのための事業展開と市民との協働に重点を置いた市政運営に努

めています。

１.沿　　革

　「伊万里」という地名は、松浦党の伊万里氏につたわる「伊万里文書」のうち、鎌倉時代の

「建保六年源披譲状案」に「伊万里浦」と記された記録が残っています。

　伊万里の地名のおこりについては､奈良時代に反乱者を討つため九州に派遣された紀飯麻呂

が、この地に立ち寄ったことにちなんだ説と、奈良時代に日本の土地を区画した条里制による

もので、今岳の近くに「今」と呼ばれる「里（村のこと）」があって、それが「今里（伊万

里）」と呼ばれるもとになったという２つの説があります。

　明治４年９月廃藩置県によって伊万里県が誕生し、県庁が大坪町に設置されましたが、明治

５年５月には県庁が佐賀に移り、佐賀県と改称されました。

　明治２２年、市制町村制の施行に伴い、伊万里町・牧島村・大坪村・大川内村・黒川村・大

岳村（明治３３年波多津村と改称）・南波多村・大川村・松浦村・二里村・東山代村・西山代

村が発足しました。昭和３年に牧島村が、昭和１８年に大坪村及び大川内村が伊万里町に合併

し、昭和１１年に西山代村は町制を布いて山代町と改称されました。

　昭和２９年４月、町村合併促進法により伊万里湾沿岸の前述２町７ヶ村を合併した伊万里市

が発足し、平成３１年４月に市制６５周年を迎えました。

２.位置及び概況

伊万里湾

東山代

東経129度45分

山　代
大　川

伊万里

二　里

松　浦

北緯33度13分

波多津

黒　川

南波多

東経130度01分

北緯33度24分

きのいいまろ

－1－



３.地　　勢

　地形は極めて複雑で、西部に国見山脈、南部には青螺山、東部には八幡岳、北部には大野岳が起伏して

います。

　伊万里川、有田川が伊万里湾に注ぎ、この河川と松浦川流域には平坦地または小盆地を形成し耕地とし

て利用されています。

　気象条件は、玄界灘より深く入り込んだ伊万里湾や国見山脈の影響で高温多湿型となっています。

　また、地質は大部分が第３紀層であり、一部に玄武岩、安山岩地帯があります。

地　勢

資料：国土地理院刊行図

主　要　山　岳 主　要　河　川

資料：佐賀県河川砂防課

資料：国土地理院刊行図

総　面　積 単位：km2

総面積：全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）

  (注)面積に0.01km2以上変更のあった年のみを掲載

　※平成２６年に測定方法が変更されたことによって、町別面積は算出不能になった。

総延長

10

21

25

26

平成

27

59

63

 3年

 4

 7

 9

経　度

木 場

青 螺 山

地　名

極　東

方　位

極　西

21.30

北緯 33度24分45秒

北緯 33度13分25秒

緯　度

極　北

極　南

川内野字境

八 幡 岳

地　名

東経130度01分32秒

方　位

－ －

年　次

昭和 29年

東経129度45分32秒

山　岳　名

776

－ －

255.25 － － － － － － －

29.44 22.02

255.28 － － － － － － －

29.44 22.02

255.04 47.43 26.86 32.50 29.24 29.84 21.30 16.41

29.44 22.02

255.02 47.43 26.84 32.50 29.24 29.84 21.30 16.41

29.44 22.02

254.99 47.43 26.81 32.50 29.24 29.84 21.30 16.41

29.44 22.02

254.97 47.43 26.80 32.49 29.24 29.84 16.41

29.44 22.02

254.94 47.43 26.77 32.49 29.24 29.84 21.30 16.41

29.44 22.02

254.90 47.43 26.73 32.49 29.24 29.84 21.30 16.41

29.44 22.01

254.87 47.43 26.70 32.49 29.24 29.84 21.30 16.41

29.44 21.84

254.84 47.43 26.68 32.49 29.24 29.84 21.30 16.41

29.44 21.77

254.67 47.43 26.68 32.49 29.24 29.84 21.30 16.41

29.44 21.76

254.59 47.43 26.68 32.48 29.24 29.84 21.30 16.41

29.44 21.72

254.55 47.43 26.68 32.48 29.24 29.84 21.30 16.38

29.43 21.64

253.51 47.43 25.68 32.48 29.24 29.84 21.30 16.38

28.80 21.64

253.41 47.43 25.68 32.48 29.24 29.84 21.30 16.37

28.77 21.61

252.78 47.43 25.68 32.48 29.24 29.84 21.30 16.37

28.71 21.47

252.69 47.43 25.68 32.48 29.24 29.84 21.30

山代

252.47 47.43 25.67 32.47 29.24 29.84 21.30

南波多 大川

16.34

東山代

488

518

764

松 浦 川

618

16.34

総面積 伊万里 黒川 波多津

八 幡 岳

腰 岳

松浦 二里

国 見 山 ｍ km

45.25

4.10

7.55

8.48

20.10

552

579 志 佐 川

伊 万 里 川

有 田 川

河　川　名

41

眉 山

牧 ノ 山

大 通 山

標　高

青 螺 山

42

43

44

50

53

佐 代 川

－2－



４．人　口

　人口の推移 （各年10月1日現在）　単位：人

年 世帯 人 人 人 ％ 人 ％ 人

（注）平成２４年より外国人含む 資料：国勢調査（国勢調査年以外は住民基本台帳）

811,442 6.5 44,47519,984 52,629 25,445 27,184 △ 3.7

6.7 45,18123,335 55,140 26,599 28,541 △ 1.1

22,964 56,032 26,911 29,121 1.4

819,110

0.9

6.8 46,33722,452 57,662 27,607 30,055 0.03

6.8 46,39621,915 58,263 27,847 30,416 △ 0.2

6.8 46,239

862,736 6.8 46,466

22,554 57,362 27,432 29,930

852,825

△ 0.5 839,615

21,188 58,913 28,119 30,794 1.2

21,387

843,505

849,788

59,884

59,825

60,259

59,978

60,786

60,185

60,055

17,077

17,309

18,286

18,433

59,143

19,821

19,700

17,363

17,635

23,563 53,454 25,905

60,188

60,348

62,044

61,315

60,882

18,054

60,297

令和

22

23

24

18,626

20,227

20,467

18

19

20

17,763

17,984

15,254

15,047

15,748

佐 賀 県

割　　合

78,397

16,695

67,316

年　　次

女

8.3

増 減 率

16,337昭和 35

に対する

61,561

世 帯 数

総　　数

60,913

61,243

人　　口

男

△ 1.1

0.5

1.3

37,538

31,732

28,896

28,981

28,727

28,466

対前年度

28,813

29,055

29,381

－

△ 14.1

△ 8.5

28,822

28,624

28,041

28,410

28,464

28,646

28,624

28,528

28,553

40,859

35,584

32,665

32,100

32,188

32,663

32,334

28,453

31,356

31,272

31,702

31,635

31,525

31,964

△ 1.2

△ 1.9

△ 1.0

31,561

31,102

32,155

31,831

31,645

31,724

△ 0.5

1.3

△ 1.0

△ 1.7

△ 0.4

0.2

△ 0.9

△ 0.1 885,176

942,874

871,885

838,468

837,674

865,574

880,018

880,755

1.3

△ 0.1

883,298

876,654

875,689

873,886

884,704

884,128

7.1

7.1

7.0

877,851

877,603

878,416

880,310

884,301

7.7

7.3

7.3

6.8

6.8

6.8

6.8

6.8

6.9

6.9

54,991

47,381

43,684

6.8

6.7

6.9

6.9

6.8

6.8

46,446

44,179

46,088

47,307

伊万里市

人　　口

46,576

46,505

46,679

46,593

46,49631,086 △ 0.2 869,876 6.820,737 59,469 28,383

46,58831,167 △ 0.4 871,884 6.820,613 59,596 28,429

46,09430,558 △ 2.2 866,369 6.719,118 58,190 27,632

46,42258,625 27,976 30,649 △ 0.5 859,205 6.8

6.7 46,70619,614 57,161 27,265 29,896 △ 1.9

855,676 6.8 46,37121,673 58,368 27,837 30,531 △ 0.4

56,99422,697 46,0526.8835,016△ 0.629,70827,286

846,922 6.8 46,21322,156 57,647 27,586 30,061 0.9

6.7 44,93923,441 54,672 26,415 28,275 △ 0.8

28,591 32,000 △ 1.2 877,065

23,235 55,757

19,698 55,238 26,395 28,843

6.8

828,388 6.8

45,542

6.6 45,902

45,607

6.6 44,129

平成

 4

 5

 6

 7

10

832,832

12

1.6 805,721

13

 8

 9

814,211

14

15

△ 3.1

29

30

16

823,818

元

元

 2

 3

17

11

45

50

55

60

21

27,549

26,852 28,905

17,501 60,591

都市計画

佐 賀 県

人　　口

 2

 3

25

26

27

28

40

－3－



　町別人口の推移 （各年10月1日現在）　単位：人

（注）平成２４年より外国人含む 資料：国勢調査（国勢調査年以外は住民基本台帳）

4,4141,918 2,158 2,047 2,029 6,532 5,503

26,007 3,133

 2 52,629 25,333 2,695

令和 元年 2,219 6,566 5,774 4,71554,672 25,670 2,910 2,142 2,414 2,262

2,270 2,515

55,140 25,788

2,37656,032 25,951 3,129 2,346

55,757

5,019

2,354 2,317 6,362 5,845 4,954

5,38457,362 26,127 3,162 2,481

2,52226,16756,994 2,640

2,701

2,557 2,400

6,005

6,401 5,853

2,310 6,342 5,717

57,662

2,581 2,550

2,5492,628

25,606 3,321 2,733 3,00658,625 5,992

2,788 2,620 6,405 6,080 5,708

2,835 6,000

2,675 6,407

5,99158,190 25,331 3,570 2,694 2,891 2,863 2,695 6,364 5,791

2,934 3,062 3,060 2,859

6,2462,879 3,037 3,054 2,833 6,11659,469 25,380 3,521

59,596 25,293 3,539

6,230 6,453

6,087 6,488

6,141

6,375 6,129 6,345

6,403

25,341 3,561 2,984 6,3976,311 6,1853,088 3,073 2,885

3,053

2,90759,884 25,300 3,569 3,034

59,825

3,110 3,140

6,08825,067

2,869 6,026

3,215 2,9483,097

6,247 6,731

6,344 6,686

6,7776,404

59,978 24,867 3,641 3,045

3,147

59,143 25,059 3,615 2,937 3,009

3,267 3,01860,586 25,065 3,620 3,113

3,021 6,065

3,164

6,284 6,883

3,069 3,263 2,961 6,154

6,158

3,066 6,052 6,352 7,014

60,259 24,806 3,718 3,095 3,086 3,301

3,089 5,967 6,349 7,166

60,348 24,602 3,691 3,111 3,127 3,333

3,141 6,003 6,320 7,212

60,188 24,291 3,641 3,154 3,195 3,336

3,202 5,989 6,318 7,277

60,055 23,946 3,688 3,174 3,209 3,362

3,240 6,007 6,394 7,431

60,297 23,998 3,736 3,179 3,207 3,391

3,275 5,980 6,351 7,508

60,591 23,968 3,677 3,232 3,218 3,424

3,304 5,953 6,269 7,623

60,882 24,010 3,718 3,296 3,239 3,505

3,425 6,024 6,150 7,922

61,316 24,281 3,735 3,331 3,288 3,532

3,466 5,869 5,796 8,321

62,044 24,107 4,044 3,411 3,319 3,642

61,243 23,359 3,990 3,421 3,338 3,683

60,913 21,645 4,227 3,594 3,387 3,808

20,912 3,266 3,712 3,545 5,339 6,034

 2

78,397 22,709 4,123

60,185 3,593

60

55

50

61,561

年　次 波多津黒　川
旧

伊万里

4,627

67,316 21,668 3,565 4,066

35年昭和

3,791 6,297 4,17540

15,279

7,221 10,835

4,288

8,998

3,660 6,016 5,795 8,781

3,425 2,804

8,6137,771 4,664 6,323

5,698

6,022

3,852 5,903

3,280

25,835

6,3553,031

6,000

58,368 2,645 6,411

58,913 25,537

5,445

6,431

5,81225,765 2,944

26,115

2,448

6,400

2,734 2,468

2,676

2,548

2,934

2,885

2,802

5,965

6,0592,934 2,746

5,459

5,9963,089

6,026

2,683

6,432

2,754

57,647 25,955

5,9376,4212,523

2,562

2,4263,095

3,215 2,516

5,581

5,263

23

58,263 25,903 3,195 2,630

2,58122

21

4,91555,238 25,872 3,113 2,209

57,161 3,253

6,371

2,428 2,332

4,8392,967 2,217 2,468 2,296 2,268 6,500 5,797

平成 元年

45

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

30

15

16

2,155 6,592 5,596 4,45353,454 25,491 2,687 2,017 2,306 2,157

山　代東山代二　里松　浦大　川南波多

 3

市　計

－4－



※人口集中地区とは

　令和２年国勢調査の「人口集中地区」は以下の３点を条件として設定した。

（１）令和２年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。

（２）市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区

　　（原則として人口密度が１ｋ㎡当たり４,０００人以上）が隣接していること。

（３）それらの地域の人口が令和２年国勢調査時に５,０００人以上を有すること。

H27.10.1

人口（人）

人口集中地区境界図

面積（k㎡）

11,94012,32611,677

H2S60S55S50 R2

8,665

H27H22H17H12H7

250230 260

12,79213,11912,89711,63911,70511,922

　なお、個別の集中地区の中には、人口密度が、１km2当たり４，０００人に満たないものがあるが、こ
れは人口集中地区が都市的地域を表すという観点から、人口集中地区に常住人口の少ない公共施設、産
業施設、社会施設等のある地域を含めているためである。

ＤＩＤ人口（人口集中地区人口）

314301291267263230150
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　都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市

街地開発事業に関する計画であり、都市計画法には、「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健

康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのためには適正な制限

のもとに土地の合理化が図られるべきこと」を基本理念として定められています。

　また、この理念を実現するため、国及び地方公共団体は都市の発展を計画的に誘導し、秩序あ

る市街地を形成し、人々の健康で文化的な生活と機能的な活動を効果的に実現するよう都市計画

の適切な遂行に努め、都市の住民も公的主体の行う措置に協力し、良好な都市環境の形成に努め

ることが責務とされています。

Ⅰ.都市計画区域

　都市計画区域は、都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他法令の規制を受ける

べき土地の範囲であり、区域の指定については、市又は人口、就業数などが一定の要件に該当する

町村の中心市街地を含み、自然的、社会的条件並びに人口、土地利用、交通量等の現況及び推移を

勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発または保全する必要がある区域として知事が国土

交通大臣の認可を受けて指定しています。

１.都市計画法の適用

（１）大正８年法律第３６号で都市計画法が制定され、昭和１１年８月２８日内務省告示第４６１

　　　号により伊万里町が都市計画適用都市として指定を受けました。

（２）建築関係については、大正９年１１月１７日勅命第５４０号で市街地建築物法が制定され、

　　　同年１２月１日から施行されました。その後、昭和２５年法律第２０１号で建築基準法が制

　　　定され、新法適用に移行しました。

（３）都市計画法は昭和４３年法律第１００号によって全文が改正されました。

　昭和１１年８月２８日西松浦郡伊万里町が都市計画区域の指定を受け、昭和１３年３月大坪村、

伊万里町、二里村、東山代村の一部、山代町の一部、黒川村の一部の区域をもって伊万里都市計画

区域とし、その後昭和２９年４月１日伊万里湾臨海工業地帯の形成を目標に湾周辺２町７ヶ村が合

併して市制を施行し、これに伴って都市計画法による区域も自動的に市全域の面積２５２．４７平

方キロメートル、人口８２,４６８人となりました。

　しかし、都市計画法第５条第１項の規定に基づき一体の都市として、総合的に整備開発及び保全

する必要がある区域を検討した結果、農林面から開発すべき南波多町、大川町及び松浦町の全部と

大川内町、黒川町、波多津町及び東山代町の一部を除外し、今後は用途地域、農業振興地域等の地

域地区を区分して、農林漁業との調和を図り、総合的な判断に立脚した都市計画を策定するため、

昭和４７年８月１１日新都市計画法に基づき都市計画区域を変更し、昭和５５年４月には再度区域

の変更を行い現在に至っています。

（令和４年４月１日現在）

S11. 8.28 S55. 4. 1

R2国調時 R2国調時 R2国調時

人

伊万里 伊万里市 25,525 52,629 市の一部 11,198 43,818

ha 人 ha

最　　終
区域指定面　積 人　口 適用区域 面　積 人　口

第 ２ 章　伊万里市の都市計画

２.都市計画区域の指定

都市計画区域指定状況

都市計画
区 域 名

市 町 村
行政区域 都市計画区域 当　　初

法 指 定
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３.都市計画区域の表示

　次の土地の区域を都市計画区域から除く。

（なお、除かれない土地の区域の各地先は、都市計画区域に含む。）

※字名の読みについては、参考掲載であるため、正確ではない場合があります。

滝川内および川内野の全部

波多津町

町名

大 川 町

大字及び字名

大川内町
甲

大川内町
乙

伊万里市

町の全部

東山代町

松 浦 町

都市名

清水、横野、立目、牟田、花房、畑川内、長尾および真手野の全部黒 川 町

木場、筒井、井野尾、田代、板木、津留、主屋および中山の全部

ならびに畑津の一部（字蕨野
わらびの

、字大谷
おおたに

、字松ノ尾
まつのお

、字麻畑
あさはた

、字猪ヶ谷
いがたに

、字

萩ノ平
はぎのひら

、字二又
ふたまた

、字立輪
たちわ

、字水洗
みずあらい

、字黒牟田
くろむた

、字通り谷
とりだに

、字芒田
すすきだ

、字三
み

岳
たけ

、字棒ノ木場
ぼうのこば

および字荒粉
あらこ

の全部）

字桟敷
さしき

、字岩谷
いわや

、字上岩谷
かみいわや

、字古岩谷
ふるいわや

、字大山口
おおやまぐち

、字茱萸木
ぐみのき

、字樋渡
ひわたし

、字

城ノ下
じょうのした

、字報師
ほうじ

、字黒尾岳
くろおだけ

、字原田
はらだ

、字一本谷
いっぽんだに

、字円通平
えんつうびら

、字小石原
こいしはら

、字

飛吉
とびよし

、字深川内
ふかごうち

、字相ノ木
あいのき

、字鼓一
つづみいち

、字鼓二
つづみに

、字狩立一
かりだちいち

、字狩立二
かりだちに

、字狩
か

立三
りだちさん

、字一本黒木
いっぽんくろき

、字二本黒木一
にほんぐろきいち

、字二本黒木二
にほんぐろきに

、字三本黒木
さんぼんぐろき

、字四本黒
しほんぐろ

木
き

、字板平
いたのひら

、字割白
わりはく

、字大山
おおやま

、字木樂川内
むくろごうち

、字堂ノ谷
どうのたに

、字三本松
さんぼんまつ

、字四本
しほん

松
まつ

、字五本松
ごほんまつ

、字五本谷一
ごほんだにいち

、字五本谷二
ごほんだにに

、字五本谷三
ごほんだにさん

、字五本谷四
ごほんだによん

、字焼
や

山
きやま

、字東谷
ひがしだに

、字馬米
まごめ

、字谷馬米一
たにまごめいち

、字谷馬米二
たにまごめに

、

町の全部

南波多町 町の全部

字一本椎一
いっぽんじいいち

、字一本椎二
いっぽんじいに

、字一本椎三
いっぽんじいさん

、字二本椎
にほんじい

、字三本椎
さんぼんじい

、字四本椎
しほんじい

、

字五本椎
ごほんじい

、字大谷
おおたに

、字杣麦一
そまむぎいち

、字杣麦二
そまむぎに

、字権現谷
ごんげんだに

および字二本柳
にほんやなぎ

の全部
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Ⅱ.都市計画の概要

１．都市計画の内容

準

都

市

計

画

区

域

流通業務団地の予定区域

上記の地域地区のうち、＊印のみが適用されます

注） 令和４年４月１日現在、現在伊万里市において定められているものを示します。

新住宅市街地開発事業の予定地域

工業団地造成事業の予定地域
市　街　地
開発事業等
予 定 区 域

市街地再開発事業の予定地域

区域の面積が２０ha以上の一団地の住宅施設の予定地域

新住宅市街地開発事業

一団地の官公庁施設の予定区域

工業団地造成事業  一団地の官公庁施設
市 街 地
開発事業

市街地再開発事業  流通業務団地

 一団地の住宅施設

都市施設の整備

市

街

地

開

発

事

業

新都市基盤整備事業 電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施

住宅街区整備事業

防災街区整備事業

土地区画整理事業 市場 と畜場又は 火葬場

学校 図書館 研究施設 その他の教育文化施設

病院 保育所 その他の医療施設又は社会福祉施設

汚物処理場

沿道地区計画 ごみ焼却場 その他供給施設又は処理施設

集落地区計画 河川 運河 その他水路

その他の公共空地
地区計画等

防災街区整備地区計画 水道 電気供給施設 ガス供給施設 下水道

駐車場 自動車ターミナル その他の交通施設

開発整備促進区 公園 緑地 広場 墓園

被災被害地復興推進地域

地区計画

再開発等促進区 道路

土地区画整理促進区域
促進区域

住宅街区整備促進区域

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

遊休土地転換利用促進区域

都市高速鉄道

第２種歴史的風土保存地区

緑地保全地域＊ 特別緑地保全地区 緑化地域

第１種歴史的風土保存地区

都

市

計

画

区

域

生産緑地地区

伝統的建造物群保存地区＊

航空機騒音障害防止地区 航空機騒音障害防止特別地区

市街地再開発促進区域

流通業務地区

土

地

利

用

歴史的風土特別保存地区

商業地域

地域地区 駐車場整備地区 準工業地域

臨港地区 工業地域

風致地区＊

都市再生特別地区 準住居地域

防火地域 準防火地域 田園住居地域

景観地区＊ 近隣商業地域

※伊万里市は該当なし

高度地区＊ 高度利用地区 第一種住居地域

特定街区 第二種住居地域

特別用途地区＊ 第二種低層住居専用地域

特定用途制限地域＊ 第一種中高層住居専用地域

高層住居誘導地区 第二種中高層住居専用地域

市街化区域

市街化区域、市街化調整区域の区域区分 市街化調整区域

区域区分が定められていない都市計画区域 ※都市計画区域全域が該当

用途地域＊ 第一種低層住居専用地域

※伊万里市は該当なし

工業専用地域

　都市計画の内容は、

　　①都市計画に関する基本的な方針に関するもの

　　②土地利用に関するもの

　　③都市施設の整備に関するもの

　　④市街地開発事業に関するもの

　の４つに大別され、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、必要なものを一体的・総合的に

　定めています。

都市計画に関する基本的な方針（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、都市計画マスタープラン）
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２．都市計画決定の手続

（１）県が定める都市計画等の手続（手続きのフローチャート）

（２）市町村が定める都市計画等の手続（市町村都市計画審議会が設置されている場合）

（注１）名称のみの変更又は位置、区域、面積、構造等の軽易な変更については手続きを要しない。

（注２）名称のみの変更の場合は手続きを要しない。

（注３）名称のみの変更の場合は手続きを要しない。

　意見聴取

④市町村の

【法第20条1項】

【法第18条3項】

条
１
項
】

条
１
項
】

国土交通省都市局長

【

法
第

18

⑧
都
市
計
画
の
決
定

審議会（任意）

市町村都市計画

①
原
案
の
作
成

国土交通大臣の同
意との事前協議

　

⑦
佐
賀
県
都
市
計
画
審
議
会

【省令第12条】

【法第23条】

【

法
第

との協議

　による住民意見

③
都
市
計
画
案
の
作
成

関係機関

　市町村への図書の送付

調整等

②公聴会の開催等

⑤
都
市
計
画
案
の
公
告
･
縦
覧

　
（

２
週
間
）

【

法
第

⑩国土交通大臣・　　　

【

法
第

18

条
】

20

条
】

⑫県での公告縦覧　

(注３)

19

との協議
関係機関

　の反映（任意）

【法第16条】

【法第18条1項】

【法第17条2項】

⑦
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会

【法第20条1項】

【省令第12条】

【

法
第

【法第19条3項】

⑪市町村での公告縦覧　

同
　
　
意

協
議
申
出

⑨
告
示
・
縦
覧

【

法
第

20

条
】

⑩
告
示
・
縦
覧

⑨
都
市
計
画
の
決
定

【法第19条2項】

（要旨）

⑪国土交通大臣・　　　

　県への図書の送付

【

法
第

(注２)

(注１)

17

⑥意見書の提出

（縦覧期間中）

【法第18条2項】

（要旨）

④県との事前協議

（任意）

条
１
項
】

条
１
項
】

⑧県との協議

【

法
第

19

条
】

17

⑤
都
市
計
画
案
の
公
告
･
縦
覧

【法第17条2項】

⑥意見書の提出

（縦覧期間中）

①
原
案
の
作
成

　
（

２
週
間
）

③
都
市
計
画
案
の
作
成

【法第16条】

　の反映（任意）

　による住民意見

②公聴会の開催等
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３．伊万里市都市計画審議会

　伊万里市都市計画審議会は、都市計画法第７７条の２第１項の規定に基づく機関であり、都市計画法

により権限に属された事項及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議するために設置さ

れたものです。

　審議会は、１２人以内の委員により構成されます。

伊万里市都市計画審議会の委員の構成 （令和４年４月１日現在）

４．佐賀県都市計画審議会

　都道府県都市計画審議会は、都市計画法第７７条第１項の規定に基づく機関であり、都市計画法によ

り権限に属された事項及び知事の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議するために設置された

ものです。

　審議会は、１１人以上２０人以内の委員により構成されます。

佐賀県都市計画審議会の委員の構成 （令和２年４月１日現在）

５．都市計画の決定状況

市
街
化
区
域
・
市
街
化
調
整
区
域

都
市
計
画
税

都
市
名

都
市
計
画
区
域
名

道
路

○ ○ ○

　〃

２　年

任　期

土
地
区
画
整
理
事
業

市
街
地
再
開
発
事
業

　〃

　〃

　〃

　〃

学識経験を有する者

委　員　の　区　分

市街地開発
事業計画土地利用計画 都市施設計画

任　期

４　年

計

関係行政機関の職員又は住民

市議会の議員

学識経験を有する者

委　員　の　区　分

計

関係行政機関の職員

市町村の議会の議長を代表する者

県議会の議員

市町村長を代表する者

用
途
地
域

１　人

４　人

１　人

５　人

１８　人

地　域　地　区

特
別
用
途
地
域

防
火
地
域

準
防
火
地
域

その職にある期間

３　人

５　人

１２　人

○ ○○

人員（合計のみ条例で規定）

駅
前
広
場

○ ○

公
園

４　人

人員（条例で規定）

都
市
下
水
路

７　人

緑
地

○ ○

伊
万
里

伊
万
里
市

○ ○

風
致
地
区

臨
港
地
区

都
市
高
速
鉄
道

供給処理施設

ト
ラ
ッ

ク
タ
ー

ミ
ナ
ル

汚
物
処
理
場

ご
み
焼
却
場

と
畜
場

火
葬
場
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　地域地区は、都市計画区域内における土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案し、土地の利用

形態に適正な規制、誘導を加えることにより、快適で能率的な市街地を形成することを目的として定

められています。

（１）用途地域

　都市には様々な用途の建築物が集まります。これらの建築物が無計画に無秩序に建築されたのでは

生活環境は阻害され、また、都市施設の整備も非効率となり、都市機能は低下し、快適な都市生活、

機能的な都市活動を確保することは出来ません。そこで、土地利用計画に沿って、市街地の各地域に

適した類似の用途のものを集め、同時にその地域にふさわしくない用途のものは排除して用途の純化

を図り、更に形態等にも規制を加えて市街地の秩序ある整備、合理的な土地利用を図ろうとするもの

が用途地域制度です。

用途地域の名称

第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境保護のための地域

第二種低層住居専用地域 小規模の店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のため

の地域

第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境保護のための地域

第二種中高層住居専用地域 一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護の

ための地域

第一種住居地域 大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための

地域

第二種住居地域 大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための

地域

準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地

域

田園住居地域 　農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な

　住居の環境を保護するための地域

近隣商業地域 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域

商業地域 店舗、事務所等の利便の増進を図る地域

準工業地域 環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便の増進を図る地域

工業地域 工業の利便の増進を図る地域

工業専用地域 専ら工業の利便の増進を図る地域

Ⅲ.土地利用計画

地　域　名 施　設　の　指　定　目　的

（２）用途地域の種類と建築制限

　ただし、本市には第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域として指定した地域はありません。

　用途地域には、次の１３種類があります。
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1.25
10m+

1

1

用 途 指 定 外
都 市 計 画 区 域 1.50

31m+

1.50

60％

20m+

1
70％

1.50

1.50
1

1.25

1.50

1

伊 万 里 市

1

　※③の区域は、②に掲げる区域以外の用途指定外都市計画区域

60％200％
1

200％

1.25
1

60％

　　字永田、字野林、字高尾及び字小湯ノ浦の区域

※② 20m+

※③
1

　※①の地域の内、容積率300％の地区については、伊万里駅周辺及び道路の沿道

200％

　※②の区域は、伊万里市波多津町大字辻字五本松、字柳谷、字浜新田、字大園、字獄、

S47.11.1  473.6ha

指 定 年 月 日

200％ 20m+

　　②③の詳細は、参考図表用途地域指定区域外都市計画区域形態規則図(縮小版)を参照

1.25
1

R2.9.1  795.0ha伊 万 里

都 市 名

②用途地域の形態規制　（建築基準法第52・53・54・55・56条）

③用途地域の状況　

都市計画区域名

用 途 地 域 名
斜　線　制　限

前面道路

5m+
1

最 終 指 定 年 月 日

2.50

外壁後

退距離

1

31m+
1

高　さ

制　限北　側

10 m

10 m

2.50

1

1.25

1

2.50

1.25

隣　地

1.25

1.25
5m+

1

1.0 m

20m+

20m+
1

1.25
20m+

1.25

1

容積率

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域 200％

建ﾍﾟｲ率

50％

60％100％

80％

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

200％
1

60％

60％
1

1.25

1.25
1

60％

1.25

1.25
1

1.25
1

準 住 居 地 域

200％

60％

近 隣 商 業 地 域 ※①

200％

300％

200％

80％

80％

工 業 専 用 地 域

商 業 地 域

31m+
1

31m+
1

2.50
31m+

2.50

200％準 工 業 地 域

工 業 地 域

1.50
1

※詳細は、参考図表 伊万里都市計画用途地域図（縮小版）を参照

400％

1.50
1

80％

60％
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３.臨港地区

　臨港地区は、臨港区域を地先水面とする地域において、その地域内の大部分が港湾法第２条第５
項にいう港湾施設（物揚場、倉庫、上屋、給油施設、旅客施設など）の用に供せられることが確実
な地域で、効率的な港湾の管理運営をするために定める区域です。

防　火　地　域 準　防　火　地　域

指 定

58.6

①

②

① 屋根････耐火構造でないものは、不燃材料で造るか、ふく（法第６３条）
② 外壁の開口部････延焼の恐れのある部分に防火戸その他の防火施設を設ける。（法第６４条）

料で造られた卸売市場の上屋
地階を除く階数が４以上または延べ面積が
1,500㎡をこえる建築物

または塀で延焼のおそれのあ

③ 隣地境界線に面する外壁････外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に設けることが

または機械製作工場の類を除

く

外壁及び軒裏で延焼のおそれ

る部分

をこえ、1,500㎡以下の建築物

①、②以外の木造建築物

がある部分

③

覆う

伊 万 里 伊万里市

区 域 名
指 定
年 月 日 年 月 日

S47.11. 1

制するもので、地域による集団的な指定を原則として定める地域です。
　これらの地域における規制は、建築基準法第６１条から第６７条までの規制により定められてお
り、一定の建築物を耐火建築物または簡易耐火建築物にし、防火上の観点から規制を行っています。

準防火地域内の建築物に対する制限　（建築基準法第６２条）

防火構造

不燃材料で造るか

ただし、主要構造部が不燃材

　　　　　　　　　　　　　　 できる。（法第６５条）

都市計画

２.防火地域及び準防火地域

　防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため、建築物を構造面から規

地階を除く階数が３または延べ面積が500㎡

高さ２ｍを超える附属の門

耐火建築物

耐火建築物または
準耐火建築物

対　　　　　　　　　　　　　　象 構　　造

都 市 名 最 終 指 定

防火地域及び準防火地域決定状況
（令和４年４月１日現在）

年 月 日
面 積 最 終 指 定 面 積 備　考

（令和４年４月１日現在）

都市計画
都 市 名 修景厚

(ha)

　臨港地区は、都市計画地域内では、知事が都市計画として定めることとなっていますが、港湾管
理者はさらにその内部に分区（商港区、工業港区など）を指定して、条例で分区の目的に沿って建
築物などの用途制限ができることとなっています。（港湾法第３９条、４０条）

年 月 日 (ha)

214.0

港 区
商港区

3.2伊 万 里 伊万里市

区 域 名

252.6

面 積
特殊物

(ha)(ha)

指 定
工 業

(ha)
資港区
(ha)

指 定

S41. 3.23

最終指定

H25. 1.22

年 月 日年 月 日
その他
(無分区)

(ha)

0.4

分　区　内　容

備　考
生港区

3.731.3

(ha)
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　地方公共団体は、条例で駐車場整備地区又は商業地域内もしくは近隣商業地域内において、一定規

　駐車場には、公共的な駐車場、附置義務駐車場など、その種類、運営主体等が多種多様であること

　特に、劇場、百貨店等の駐車需要の大きいものについては、2,000㎡未満でも義務付けることがで
きます。（駐車場法第２０条）

●路上駐車場･･････駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限って設置される自動車の駐車の
　　　　　　　　　ための施設で、一般公共の用に供されるもの

から、その整備にあたっては、駐車事需要に対応して、それぞれの駐車施設が適切な役割分担と連携
を保ちながら、全体として効率的にその機能が発揮されるようにする必要があります。

　駐車場整備地区は、商業地域、近隣商業地域等で、自動車交通が著しく輻輳（ふくそう）する地区

②付置義務駐車場

計 画 面 積

模(2,000㎡)以上の建築物の新築又は増築に対して、駐車場の設備を義務付けることができます。

をもち、通勤、商用等の人の集中発散に伴い、都市の主要な施設及び商業地が広場周辺に形成され、

決 定 年 月 日
最　終

1,840 ㎡
松浦線

３.駐車場

　駐車場は、道路が自動車の走行空間であるのに対して、目的地における自動車交通の受け皿として
の施設であり、道路と一体となって円滑な自動車交通を支える重要な都市施設です。

　　　　　　　　　公共の用にされるもの

駐車施設の整備を促進すべき地区として都市計画に定めるものです。

①駐車場整備地区

において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、

●路外駐車場･･････道路の路面外に設置される自動車と特定自動二輪車の駐車のための施設で、一般

　都市における道路は、交通路としてのみでなく下記のような極めて多面的な機能を有しています。

②建築物はすべて道路に面することが必要であり、建築線として建物の位置を規定するとともに街
①歩行者、自転車及び自動車等の通行のための交通施設、つまり交通路としての機能。

その都市の顔ともいえる空間であるため、都市景観を形成する上で重要な役割を有します。

⑥災害発生時における都市防災上必要な防火帯や避難路としての機能。

　は都市景観を構成する機能。

H10.12.14

駅前広場決定状況

その場合、各々の交通施設における経済性、快適性、確実性、大量輸送性等を検討し、各種の交通

※一日平均
乗降者数

２.駅前広場

　駅前広場は、鉄道と他の交通手段との結節点であり、都市の交通センターとして重要な交通機能

（１）都市計画道路

駅前広場面積

　区や住区を構成し、市街地構成の骨格を形成する機能。

④上、下水道、電気、ガスなどの供給処理施設を設置する空間としての機能。
⑤子供の遊び場や、歩行者を中心とする市民の憩の場としての場所、つまりコミュニティースペー

Ⅳ.都市施設

１.都市交通施設

体系を有機的に組み合わせることは重要なことです。
　本市においては、都市交通施設のうち、道路を都市計画決定し、整備を行っています。

　都市交通施設は、都市活動、都市生活を円滑にし、都市の健全な発展と、人々の生活における機
能と環境に調和したものであり、都市における動脈的な役割を果たしています。そのため、道路、

利用計画との整合が重要な課題であり、一体的に樹立する必要があります。
都市高速鉄道、広場、駐車場、自動車ターミナル等の都市交通施設の計画にあたっては、特に土地

　また、都市交通は大型トラック、自転車、歩行者まで雑多な種類の交通が錯綜するなどの特性を
有しており、そのような多面的な要求に対応した交通手段および交通路を検討する必要があります。

伊万里駅前線
筑肥線

  ※一日平均乗車数は、松浦鉄道はH30.4.1からH31.3.31までの人数      　   資料：佐賀県統計年鑑

③通風、採光等の良好な生活環境を形成するために必要な空間を確保し、広場、修景道路にあって

　スを提供する機能。

会 社 名

（令和４年４月１日現在）

 　　　　　　　　　　 ＪＲ九州はH28.4.1からH29.3.31までの人数（H29年度以降公表なし）

街　路　名

ＪＲ九州

松浦鉄道

路線名

981

385

当　初
駅　名

伊万里駅
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都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に
応じ１ヶ所当たり面積15～75haを標準として配置する。

大規模
公　園

運動公園

主として一つの市町村の区域を越える広域のレクリェーション需要を充足するこ
とを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック内の容易に利用可能な場
所にブロック単位ごとに１ヶ所程度面積50ha以上を標準として配置する。

公　　園

　●路外駐車場の届出（対象区域：都市計画区域内）
　　都市計画区域内において、格納する部分(駐車マス)の面積の合計が５００㎡以上で、不特定多

　　伊万里市内全域において、格納する部分(駐車マス)の面積の合計が５００㎡以上で、不特定多
　数の者が自由に使用できる有料の特定路外駐車場を設置する際は、バリアフリー新法に基づく届

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、１ヶ所当た
り面積2haを標準として配置する。

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目
的とする公園で、都市規模に応じ１ヶ所当たり面積10～50haを標準として配置す
る。

緩 衝 緑 地

総合公園

地区公園

大気の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害の防止、緩和若しくはコンビナート地帯
等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害災害発生源地域と住居地
域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について、公害、災害の状況
に応じ配置する。

都 市 緑 地

シ ョ ン 都 市

主として一つの都府県の区域を越えるような広域的な利用に供することを目的と
して、国が設置する大規模な公園にあっては、１ヶ所当たり面積おおむね300ha以
上を標準として配置、国家的な記念事業等として配置するものにあっては、その
設置目的にふさわしい内容を有するように整備する。

国 営 公 園

主として都市の自然環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設け
られる緑地であり、0.1ha以上を標準として配置する。 但し、既成市街地等にお
いて良好な樹林地帯がある場合、あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復さ
せ、都市環境の改善を図るために、緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05
ha以上とする。

特　　殊　　公　　園

　下記に該当する駐車場の設置及び運営（変更・休止・再開・廃止）には、駐車場法及びバリアフ

風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園でその目的に則し配置す
る。

　●特定路外駐車場の届出（対象区域：伊万里市全域）

近隣公園公　　園

災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確
保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設け
られる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で、幅員10～20ｍを標
準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配
置する。

緑 道

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ、選択性に富んだ広域ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ需
要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地
域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリェーション施設から配置され
る一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に都
市計画公園1,000ha、うち都市公園500haを標準として配置する。

広 域 公 園

レ ク リ エ ー

都市公園の種類

主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、１ヶ
所当たり面積4haを標準として配置する。

の地方公共団体又は国が当該公園、又は緑地に設ける公園施設を含むものとする」となっています。

③届出駐車場

４.都市公園・緑地

　都市公園とは一般に、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等屋外レクリエーションの用に供し、あわ
せて防災、避難、環境の改善、都市美の向上等に資することを目的とした国若しくは地方公共団体

　数の者が自由に使用できる有料の路外駐車場を設置する際は、駐車場法に基づく届出が必要です。

　出が必要です。

【駐車場法】【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下:バリアフリー新法)】

定する都市計画施設である公園若しくは緑地で地方公共団体又は国が設置するものをいい、それら

リー新法の規定により、届出が必要です。

都市基幹

　※特定路外駐車場：駐車場法の届出駐車場のうち、建築物又は建築物特定施設でないもの

主として街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、１ヶ所当た
り面積0.25haを標準として配置する。

街区公園

が設置、管理する園地ですが、都市公園法においては「都市計画法第５条の規定により指定された
都市計画区域内において、地方公共団体が設置する公園若しくは緑地、又は同法第４条第６項に規

基幹公園

住区基幹
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伊 万 里 都 市 計 画 公 園 　　（令和４年４月１日現在）

面  積 面  積

(ha) (ha)

合　　　計 58.74 12ヶ所 39.84

　　※公園の対象面積１ｈａ未満は小数２位止、１ｈａ以上は小数１位止で計上

区　分 規　模

２：街区公園 ２：面積１ｈａ未満

３：近隣公園 ３：面積１ｈａ以上４ｈａ未満

４：地区公園 ４：面積４ｈａ以上１０ｈａ未満

５：総合公園 ５：面積１０ｈａ以上５０ｈａ未満

６：運動公園 ６：面積５０ｈａ以上３００ｈａ未満

７：特殊公園（風致公園等） ７：面積３００ｈａ未満

８：特殊公園（動物公園、植物公園、歴史公園等）

９：広域公園 番　号
当該都市計画区域毎に、区分毎の一連番号を付する。

川 久 保 公 園
伊万里市脇田町字川久
保地内

H 9. 2.19

伊万里市松島町字壱本
松地内

H 9. 2.19松 島 公 園

0.07S62. 7. 1

0.43

0.07

S59. 2. 1

H13. 4. 1 0.110.112

2 2 6 立 花 児 童 公 園

2 8

今 町 児 童 公 園

0.17H13. 4. 10.17

3 3 1 祇 園 公 園
伊万里市大坪町字地北
地内

S55. 9.19

5 柳井町児童公園

H元. 4. 1 0.21

R 2. 9. 1 0.42

2 2

伊万里市大坪町字六仙
寺裏地内

S55. 9.20

0.13

0.21

2 2

2 2 4 中井樋児童公園
伊万里市新天町字中井
樋地内

S50. 5.21

3 駅 南 児 童 公 園
伊万里市新天町字土井
の浦地内

S50. 5.21 S62. 7. 1 0.13

0.22

伊万里市蓮池町地内 S49. 3.11 0.12 S50. 3.31 0.12

伊万里市栄町地内 S49. 3.11

2 2 2

S50. 3.310.22

蓮 池 児 童 公 園

区
分

規
模

番
号

栄 町 児 童 公 園2 2 1

公園名

公園規模

所在地

当　　初
計画決定

年月日 年月日

最終計画決定

伊万里市立花町字小原
地内

S55. 9.20

2 楠 久 津 公 園

年月日

開設状況

0.43

2 2 7
伊万里市伊万里町字今
町地内

S55. 9.20

2.36
伊万里市山代町楠久津
字津地内

H 5.12.10 2.36

3.00 S50. 4. 1 0.72

1 円 造 寺 公 園

H15. 4. 1

2.10 H 5. 4. 1

2 2 9

3 3

2.10
伊万里市立花町字円蔵
寺地内、大坪町字加志
田地内

11.4
伊万里市黒川町福田字
鰐口、米島、光月、浦
潟、小島及び茅島地内

H12.12.14 27.6 H23. 4. 1

6 5 1

S55. 9.19

5 5 1
伊 万 里
ファミリーパーク

4 3

21.8国 見 台 公 園

14ヶ所

21.8 S51. 3.31
伊万里市二里町大里字
野添、神森、札の尾及
びタブノ木地内

S33. 3.25 S55. 9.19
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伊 万 里 市 都 市 公 園 　　（令和４年４月１日現在）

年 月 日

1 伊 万 里 市 国 見 台 公 園 伊万里市二里町大里甲2153番地1 S51. 3.31 21.80

2 伊 万 里 市 城 山 公 園 伊万里市松島町154番地1 S50. 4. 1 0.84

3 伊 万 里 市 祇 園 公 園 伊万里市大坪町乙1630番地3 S50. 4. 1 0.72

4 伊 万 里 市 黒 川 公 園 伊万里市黒川町小黒川144番地2 S50. 4. 1 1.01

5 伊 万 里 市 蓮 池 児 童 公 園 伊万里市伊万里町甲827番地3 S50. 3.31 0.12

6 伊 万 里 市 栄 町 児 童 公 園 伊万里市大坪町甲2468番地2 S50. 3.31 0.22

7 伊 万 里 市 長 浜 児 童 公 園 伊万里市東山代町長浜1297番地8 S50. 4. 1 0.19

8 伊万里市里・福和児童公園 伊万里市東山代町里177番地76 S50. 4. 1 0.13

9 伊 万 里 市 立 花 児 童 公 園 伊万里市立花町1870番地79 S59. 2. 1 0.43

10
伊 万 里 市 伊 万 里 大 川 内 山
鍋 島 藩 窯 公 園

伊万里市大川内町丙26番地 S59. 4. 1 1.77

11 伊 万 里 市 今 町 児 童 公 園 伊万里市伊万里町甲417番地 S62. 7. 1 0.07

12 伊 万 里 市 駅 南 児 童 公 園 伊万里市新天町706番地4 S62. 7. 1 0.13

13 伊 万 里 市 円 造 寺 公 園 伊万里市立花町3874番地 H 5. 4. 1 2.10

14 伊 万 里 市 中 井 樋 児 童 公 園 伊万里市新天町723番地1 H元. 4. 1 0.21

15 伊 万 里 市 浜 新 田 児 童 公 園 伊万里市波多津町辻5484番地 H 3. 4. 1 0.06

16
伊 万 里 市 東 八 谷 搦
新 田 川 河 畔 公 園

伊万里市二里町八谷搦1229番地 H 6. 4. 1 0.35

17 伊万里市東八谷搦おまつり広場 伊万里市二里町八谷搦1125番地 H 6. 4. 1 0.36

18 伊万里市東八谷搦一本松公園 伊万里市二里町八谷搦1036番地 H 6. 4. 1 0.23

19 伊 万 里 市 鳴 石 搦 公 園 伊万里市山代町楠久929番地4 H 9. 4. 1 0.33

20 伊 万 里 市 南 ヶ 丘 公 園 伊万里市立花町2289番地10 H12. 4. 1 0.06

21 伊 万 里 市 上 ノ 山 公 園 伊万里市脇田町1469番地6 H12. 4. 1 0.22

22 伊 万 里 団 地 公 園 伊万里市山代町楠久929番地95 H12. 4. 1 0.10

23 伊 万 里 市 あ さ ひ が 丘 公 園 伊万里市大坪町乙165番地240 H12. 4. 1 0.50

24 伊万里市つつじヶ丘北公園 伊万里市大坪町甲2350番地53 H12. 4. 1 0.08

25 伊万里市つつじヶ丘中央公園 伊万里市大坪町甲2315番地74 H12. 4. 1 0.33

26 伊万里市つつじヶ丘南公園 伊万里市大坪町甲2315番地104 H12. 4. 1 0.06

27 伊 万 里 市 森 永 公 園 伊万里市大坪町乙3番地1 H12. 4. 1 0.19

28 伊 万 里 市 川 久 保 公 園 伊万里市脇田町3426番地 H13. 4. 1 0.17

29 伊 万 里 市 松 島 公 園 伊万里市松島町923番地 H13. 4. 1 0.11

30 伊 万 里 市 立 花 台 北 公 園 伊万里市立花町1950番地11 H13. 4. 1 0.15

31 伊 万 里 市 立 花 台 中 央 公 園 伊万里市立花町1891番地3 H13. 4. 1 0.49

32 伊 万 里 市 立 花 台 南 公 園 伊万里市立花町2139番地11 H13. 4. 1 0.12

33 伊 万 里 市 都 川 内 湖 水 公 園 伊万里市大坪町丙458番地 H15. 1. 1 1.86

34 伊 万 里 市 楠 久 津 公 園 伊万里市山代町楠久津字津141番地1 H15. 4. 1 2.36

35 伊 万 里 フ ァ ミ リ ー パ ー ク 伊万里市黒川町福田1087番地 H23. 4. 1 11.40

36 伊万里市立花台大道田公園 伊万里市立花町2140番地22 H20. 4. 1 0.17

37 伊 万 里 市 長 浜 勝 田 公 園 伊万里市東山代町長浜1814番地380 H25. 4. 1 0.05

37 ヶ所 49.49計

公園
番号 面  積(ha)

開設状況
公　　園　　名 所　　在　　地
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５．都市計画道路

（令和４年４月１日現在）

路 線 名 称

当初 最終

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (％)

1 5 1 県 東山代山代線 ○ 東山代町長浜字浜頭 山代町立岩字小松堀 2 12 10,160 H17. 9.16 3,200 31.5 ○ ○

1 4 2 県 南波多東山代線 ○ 南波多町府招字長田 東山代町長浜字浜頭 4 20.5 6,610 H18.12.25 0 0.0 ○

3 3 2 県 二里黒川線 ○ 二里町大里字神林 黒川町黒塩字分崎 4 25 7,620 S30. 5.28 H26. 9.30 3,570 46.9 ○ ○

3 3 3 県 大坪木須線 ○ ○ 大坪町字松ノ木原 松島町字搦 4 22 2,440 S47. 8.11 H23. 3.15 2,440 100.0 ○

3 3 11 県 二里山代線 ○ 二里町大里字古屋田 山代町楠久津字新田 4 25 4,510 S52. 9.24 H17. 9.16 4,510 100.0 ○

3 4 1 県 大坪二里線 ○ 大坪町字神森 二里町大里字古屋田 (4) 20.5 4,600 S47. 8.11 S57. 6. 1 4,600 100.0 ○

3 4 4 県 平尾脇田線 ○ ○ 立花町字小敷山 脇田町字上ノ山 2 16 3,940 S30. 5.28 H18.12.25 3,940 100.0 ○

3 4 5 県 伊万里武雄線 ○ 伊万里町字東町 大川内町字栗林 2 16 1,860 S30. 5.28 H18.12.25 1,860 100.0 ○

3 4 6 県 伊万里駅前線 ○ ○ 新天町字中島 脇田町字浜田 (2) 16 1,420 S30. 5.28 H10.12.14 1,420 100.0 ○

3 4 7 県 伊万里駅南口線 ○ 新天町字長筬 立花町字渚 2 16 760 S43. 8.23 H18.12.25 760 100.0 ○

3 4 9 県 八谷搦駅前線 ○ ○ 二里町八谷搦字有田一本松 伊万里町甲字東町 (2) 18 1,710 S30. 5.28 H 9. 8.18 480 28.1 ○

3 4 12 市 立花台川東線 ○ 立花町字大尾 二里町大里字タブノ木 2 16 2,040 S55. 9.19 H18.12.25 2,040 100.0 ○

3 5 8 県 八谷搦祇園町線 ○ ○ 二里町八谷搦字伊万里一本松 大坪町字地北・字堂ノ前 2 12 2,860 S30. 5.28 H18.12.25 2,860 100.0 ○ 　

3 5 10 市 八谷搦線 ○ 伊万里町字下土井町 二里町八谷搦字有田三本松 2 12 1,660 S30. 5.28 H19. 4. 1 1,660 100.0 ○

3 5 14 市 大坪小学校線 ○ 大坪町字柳井町 大坪町字葉蓋 2 12 870 S47. 8. 1 H28. 2.10 0 0.0 ○

3 5 15 市 陣内白野線 ○ 脇田町字陣内 大坪町字白野 2 12 1,270 S47. 8. 1 H14. 2.22 1,270 100.0 ○

3 5 16 市 六仙寺立花台地線 ○ 立花町字鑵子 立花町字通谷 2 12 780 S47. 8. 1 H19. 4. 1 300 38.5 ○

3 5 17 市 新天町江湖ノ辻線 ○ 新天町字葭の本 二里町大里字神林 2 12 990 S30. 5.28 H22. 4.20 745 75.3 ○

3 5 18 県 上伊万里駅線 ○ 大坪町字堂ノ前 大坪町字午戻 2 12 210 S58. 8.24 H18.12.25 80 38.1 ○

3 5 19 市 一本松線 ○ 二里町八谷搦字伊万里一本松 二里町八谷搦字伊万里三本松 2 12 450 S58.12.23 H19. 4. 1 450 100.0 ○

3 5 20 県 楠久里線 ○ 山代町楠久津字新田 東山代町里字後川 2 12 630 H17. 9.16 0 0.0

7 7 1 市 二本松線 ○ 二里町八谷搦字伊万里二本松 二里町八谷搦字伊万里三本松 － 6 630 S63.11.25 630 100.0 ○

計 22 路線 2 12 13 58,020 36,815 63.5

区　分 規　模（幅員の範囲）
１　自動車専用道路 １　４０ｍ以上
３　幹線街路に相当するもの ２　３０ｍ以上　４０ｍ未満
７　区画街路 ３　２２ｍ以上　３０ｍ未満
８　特殊街路　歩行者専用道路、自転車道又は自転車歩行者道 ４　１６ｍ以上　２２ｍ未満
９　特殊街路　都市モノレール専用道等 ５　１２ｍ以上　１６ｍ未満
10　特殊街路　路面電車道 ６　　８ｍ以上　１２ｍ未満

７　　　　　　　　８ｍ未満

一連番号
当該都市計画区域毎に、区分毎の番号を付している

※車線数（　）書きは未決定

幅員
区

分

規

模

一

連

番

号

車
線
数

起　　　点 終　　　点

自
動
車
専
用
道
路

国
道
・
県
道

市
道

伊万里都市計画道路決定状況

能、都市防災施設（避難路、救援路、災害遮断）としての機能、他の都市施設（電気、電話、上下水道、ガスなど）のための空間としての機能、街区の構
成としての機能、市街化を誘導する機能など、様々な機能を持っています。

街路番号 計　　　　画　　　　決　　　　定 整　　備　　状　　況
決
定
権
者

－
1
8
－

決 定 年 月 日
完

了

一

部

完

了

施

工

中

延長 改良 率

　都市における道路は、都市交通施設（交通路、沿道利用）としての機能のほか、居住環境を維持する空間（通風、採光、オープンスペース）としての機



６.下　水　道
　下水道は、家庭や工場からの汚水を排除し、これを効率的に処理すると共に、市街地の雨水を排
除する機能を有するものです。
　すなわち、下水道は汚水の速やかな排除による居住環境の向上、雨水による浸水の防止を主な目
的としています。また、下水道は、河川等の公共水域の水質汚濁防止のための重要な施策として認
識されており、快適で衛生的な居住環境実現のために下水道の整備は最も緊急を要するものとなっ
ています。
　下水道には、下水道法上、公共下水道、流域下水道、都市下水路の３種類があります。
　下水道法上の下水道以外に汚水を処理する施設としては、農業・漁業集落排水、合併処理浄化槽、
コミュニティ・プラント等があります。

下水道の種類

（１）公共下水道
　伊万里市の公共下水道事業は、昭和４８年度より下水道計画の事前調査を実施し、昭和５４年１
月に国の下水道事業認可ならびに県の都市計画事業認可を得て、同年６月に下水道工事に着手しま
した。その後、コミュニティプラント（立花）地区の編入や都市計画区域内の都市下水路を公共下
水道事業への変更等を行い、汚水の管渠工事や排水路整備工事を推進してきました。
　また、伊万里市浄化センター（終末処理場）建設にあたっては、その用地の一部を公有水面埋立
により確保するため、昭和５６年１月埋立許可を受け用地造成工事に着手しました。この造成工事
の完了をみて昭和５９年度に建設工事を日本下水道事業団に委託し、昭和６３年３月に一部供用を
開始しました。
　公共下水道の全体計画としては、市街地中心部と伊万里湾奥両岸の一部の面積１,５２６ｈａ、
処理人口３１，８００人で整備を進めるものであり、令和元年度に市街地中心部の面積１,２３４
ｈａ、処理人口３０，１００人の事業認可変更を得、令和７年度にこの認可区域の整備を完了する
予定です。
　今後は、下水道施設への接続を促進し、水洗化の向上を図るとともに、老朽化が進む下水道施設
については、適切な維持補修や計画的な更新に取り組みます。

伊万里市の公共下水道 　　（令和４年４月１日現在）

狭義の公共下水道

　　公共下水道

37,956

15,100

30,100

1,234（ha）

 S53～

農業・漁業集落 特定公共下水道
排水施設

特定環境保全

R07.03.3125,525

伊万里市伊万里市区　分

処理開始年度

人口

面積

最終年月日

（ha）

S62年度 

53,057

施行年度

面積

（人）

（人）

（百万円）

（㎥/日）

56.3（％）

整
備
状
況

普及率

処理区域面積

処理区域人口

処理開始年月日

処理水量

1,067（ha）

29,853

1,526

31,800

事
業
認
可

事業費

S63.03.30

R06年度 

全
体
計
画

（ha）

（人）

世間で言う下水道

都市下水路

流域下水道

公共下水道

コミュニティ・プラント等

（人）

合併処理浄化槽

法令上の下水道

行政区域面積

区　　　　　　分

都市計画決定年月日

行政区域人口

人口

都市計画◎
下水道　◎ R07.03.31

最終
当初 S53.12.15

R02.03.31
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都市下水路の決定状況及び整備状況

７.その他の都市施設

　市民が生活するにあたっては、道路、公園、下水道等の整備の他、上水、電力等の生活需要物の

供給施設、ごみ、し尿等の廃棄物の処理施設の整備も不可欠です。

　しかし、これらの供給処理施設は、周辺に与える影響が大であり、これらの施設の用途に供する

建築物は、都市計画決定したもの、又は特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て許可したもの

（建築基準法第５１条ただし書）でないと建築できません。

　し尿処理場の決定状況

　火葬場の決定状況

（２）都市下水路

　市街地における雨水の適正排除と浸水防除による市民生活の安全と生活環境の向上を図るため、

都市下水路の整備を計画的に進めています。

都市計画決定 供用（平成28年3月末）

公共下水道施設

松島町字搦

脇田町字長恩寺

535.332.0490

延 長延 長

都市名

当初年月日

32.0H03.08.07

二里町八谷搦字有田三本松

木須排水路伊万里市

伊万里市浄化センター

集水面積集水面積

下水路名

馬伏雨水ポンプ場

藤の尾調整池

伊万里・有田地区

衛生処理場

都市名 都市施設の名称
面積
(ha)

伊万里市 1.17 H02.03.06 135

所在地

伊万里市二里町八谷搦

字有田三本松

計画決定
年 月 日

処理能力
(kℓ/日)

都市名 都市施設の名称 所在地
面積
(㎡)

計画決定
年 月 日

処理能力
(火葬炉数)

10体/日

伊万里市 伊万里有田地区斎苑 伊万里市大坪町字尾ノ根 20,900 H14.01.29 (5基)

所在地

伊萬里津中継ポンプ場 松島町字搦

松島雨水ポンプ場 松島町字五本松

名称
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Ⅴ.市街地開発事業

１.土地区画整理事業

　　　ることになります。

　②　収用にならないため、かなりの広がりを持った区域を対象にすることができます。
　①　道路、公園、水路等の公共施設を総合的に整備することができます。

（１）土地区画整理事業の特質

　③　公共施設の単体としての整備の場合には、買収対象者を除いた周辺空地所有者が開発の利益

　関東大震災の復興を始め、第二次世界大戦の戦災復興、その後の都市化に伴う都市改造及び宅地開
発等において、この事業は広い区域について、既成市街地の改善、新市街地の改善、開発新市街地の
開発、又は被災地の災害復旧に利用され、道路、公園、下水道等の公共施設と宅地の整備を同時に行
う市街地整備の最も基本的な手法であり、”都市計画の母”と呼ばれています。

　土地区画整理事業は、公共施設の整備改善と宅地の利用促進を図ることを目的として行うもので
す。

　⑤　社会活動を中断させることなく、事業の実施が可能です。

　１.地区内に新たに必要となる道路、公園等の用地は、地区内の全ての土地所有者が、土地利用
　　 増進の範囲内において少しずつ出し合うこと（これを一般に「減歩」という）によって生ま

公園などの公共施設の整備とともに、宅地の区画、形成を整えます。このため、施行地区内土地の
利用価値増進の範囲内で、地区内の権利者が公共施設用地等を生み出すために必要な土地を「減歩」

　３.現在の土地に対する所有権、地上権、永小作権、賃借権等は換地へ移動します。
　　 れます。（これを「換地」といいます）

　　 れます。
　２.整理後の個々の宅地は、現在の宅地の位置、面積、環境、利用状況等に応じて適正に定めら

　市街地開発事業には各種の手法があるが、既成市街地の改善、市街地の進行中の周辺の整備、又
は、新市街地としての開発など、その地域の特性に応じた適切な手法を選択し実施しています。

　既成市街地あるいは、今後市街地化を図るべき区域について、都市基盤としての公共施設を一般的
に整備するとともに、宅地の利用増進、建築物の改善を行い、健康で文化的な都市生活、機能的な都
市活動を営める良好な市街地の形成を図るために、面的に行う計画的、総合的整備事業が市街地開発
事業です。

換
　
地

減
　
歩

（２）事業のしくみ

　　　を受けることになるが、本事業の場合には、地区内の権利者が等しく公平に開発利益を受け

とよばれる方式によって公平に供給します。

事業のしくみ

　健全な市街地を形成するため施行地区を定め、「換地」と呼ばれる土地の交換分合により、道路、

　④　買収方法によって生じる不整形又は過少残地が生じません。

施
行
前

施
行
後

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｆ

さ

ん

Ｅさん

Ｇさん

Ｄさん

Ａさん Ｂさん Ｃさん

Ｄさん

Ｅさん

Ｇさん

Ｆさん

保留地

公　園

道

　

路

宅地

農地を含む

道

　

路

公

　

園

保

留

地

宅地
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H16.11.22市 3.6 H10.12.11 H11.11.25 H16.8.19
 H11～

H16
1,162,000 34.3 36.5

伊
　
　
　
万
　
　
　
里
　
　
　
市

伊 万 里
駅 周 辺

7,500

調 査 内 容

調 査 区 分

二 里 第 一
Ｓ56 市 100.0 Ａ

調査費 (千円)

Ｓ56

八 谷 搦

地 区 名
調査年度 施 行 者

都 市 名

（ロ）土地区画整理事業調査実施状況

計

S56.8.19

14.3 S33.3.25

109,827

（イ）土地区画整理事業（非補助事業）実施状況

都

市

名

地 区 名

施

行

者

施 行

－

面 積

(ha)

減 歩 率区 域
決 定
年 月 日

期 間 合 算

 S26～

換 地
処 分

(％)

総 事 業 費
許 可 年 月 日

当 初 最 終

施 行
公 共

24.4

－

伊 万 里
駅 前

市 4.7 S27.2.4

S50.2.5

S26.6.16
S31 

S51.12.27

S59. 5.7

183,812

年 月 日

S32.3.3116,752 20.0

(％)
(千円)

20.0

S51 

山 代

伊 万 里
駅 南

浜 新 田

S26.6.16 平成２４年１２月２１日　廃止

平成２４年１２月２１日　廃止

14.0

６地区

14.2

1.8

23.3

63.0

22.1

1,472,391

組

合

組

合
55.0

 S56～
S59 

北 部 第 一
Ｓ57 市 46.0

 S49～

調査面積(ha)

Ｂ

4,500

8,700

Ｓ56 市 Ａ

4,000

5,100

市 9.3 Ａ

8,400

70.0

35.0 Ｂ市

3.6

Ｈ元 市 8.4 Ｂ

市 8.4 Ｂ

4,200

Ｈ２

Ｓ63

9,355

Ｈ９ 市 3.6

Ｈ10 市

　　（令和４年４月１日現在）

　　（令和４年４月１日現在）

伊万里駅周辺

伊万里市

3,255

6,000

Ｈ３ 市 － Ｃ
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30.2H6.12.9

伊

万

里

市

H4 

期 間
(％)

施

行

者

18.3

許 可 年 月 日
施 行

H13.3.233.22,651,357

2,405,000市

市 H3.3.1

S62.1.26 29.6H4.1.14

計 ２地区 38.3 5,056,357

年 月 日

H15
H15.3.27

総事業費

全ての工事が完了した後、換地計画書を作成し、その内容（各筆換
地明細、各筆各種権利者別精算金明細など）を関係権利者あて通知
して行う。

(％)

処 分
年 月 日

　（令和４年４月１日現在）

H4.2.6

 H6～

二里第一

面 積

S58.12.23

(ha)

9.1北部第一

 S61～
29.2

事業の基本である設計、資金計画等についての意見を聞き知事によ
る設計の認可を経て決定する。

公 共

事業の最終段階である換地について、不均衡がある場合には、これ
を金銭により是正する。（これを「精算金の徴収・交付」とい
う。）など必要な調整を行う。

地 区 名
合 算

区 域

当 初

（イ）土地区画整理事業（補助事業）実施状況

最 終

⑥ 仮換地の指定

まちづくりの観点から事業を施行する地区を選定し、都市計画決定
を行う

仮換地が指定されると、現在地から仮換地へ建物等を移転すること
になり、これに並行して道路、下水道、電気、ガス、水道等の工事
を行う。

新しい街区に従って、必要に応じて行う。

　 員の選任

③ 事業計画・施行規定

⑤ 換地の設計

⑦ 建物等の移転、道路等の
　 工事

事業計画のため、土地、建物等の現況を把握する。

審議会は、関係者の意見反映のための機関として土地所有者・借地
権者・学識経験者から選ばれて、事業施行の重要な事項について審
議する。また土地・建物の評価のため評価員が審議会の同意を得て
選任される。

⑨ 換地処分

⑩ 土地・建物の登記

　 整理

施 行

⑪ 精算金の徴収・交付
　 その他

都

市

名

決 定

事業計画及び個々の宅地の現況等に基づき、整理後の個々の宅地の
区画を設計する。

土地・建物の変動に伴う登記を、施行者がまとめて行う。

換 地減 歩 率

事業の進め方

① 施行区域（地区）の決定

④ 審議会委員の選挙、評価

② 調査の実施

移転や工事の必要から審議会の意見を聞き、換地の前提となる仮の
換地（これを「仮換地」という。）を指定する。

⑧ 町界・町名・地番の変更
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H18

31

291

R3

44

195

H17

27

299471 349 345 339 310 248

25

H14H11

31

488 557 547 474 234 272

H9 H10

42 38 24

H12 H13

60 3647 40 55

H6 H7 H8

53

213 211

H29

26

209254

36

215

H25 H26

238 279

33 24

H24

213

32 28 28 19

208 227207建 築

H23

187233

年度
協議

184

26 29 2332

H30 R元H21 H22 H27

土地開発 2538

H19 H20 R2H28

建築物から排水する汚水の処理及び排水の施設

建 築 284

協議

土地開発 38

土地開発協議・建築協議　協議件数（年度別）

H5 H15

45

開発地区内の教育文化及び児童福祉の施設計画

当該開発により予想される公害又は災害の防止計画

その他、市長が必要と認める事項

年度
H16H4

その他、市長が必要と認める事項

建 築 協 議 　（区域……都市計画区域内　　面積……１０㎡以上）　　

建物等に通ずる道路の状況

　　綱、同施設施工基準を別に定めています。

土地開発及び建築物に伴う協議事項

土地開発協議 　（区域……伊万里市全域　　面積……１,０００㎡以上）　　

建築物の建築により予想される公害又は災害の措置

開発地区内の道路の計画

開発地区内の給水及び排水の施設計画

開発地区内の広場、公園及び緑地等の施設計画

開発地区内の消防水利施設計画

（１）伊万里市環境保全条例は、市民が健康で快適な生活を営むため生活環境の保全に関し必要な
　　事項を定め市、市民及び事業者が協力し、一体となって現在及び将来における良好な環境の確
　　保に寄与することを目的に昭和４８年６月１日から全面的に施行されました。
（２）土地開発及び建築物を建築しようとする者は、市長と協議をし同意を受けなければなりません
（３）この条例を円滑に運用していくため、伊万里市環境保全条例施行規則、伊万里市開発指導要

　市街化区域及び市街化調整区域を定めた都市計画区域においては、市街化区域で１,０００㎡以上
の開発行為を行う場合は知事の許可を要し、また、市街化調整区域では農林漁業用の建築物を除き
原則として開発行為はできません。
　また、市街化区域及び市街化調整区域が定められていない都市計画区域においては、３,０００㎡
以上の開発行為を行う場合は知事の許可を受けなければなりません。

２.伊万里市環境保全条例

行う土地区画形質の変更（開発行為）を知事の許可を要するものとし、これにより開発行為に対し
て一定の技術水準を保たせるとともに、市街化調整区域にあっては、一定のものを除き開発行為を
制限して無秩序に拡大する市街地を防止し、計画的に市街地を整備しようとするものです。

第 ３ 章　そ の 他

１.開発許可制度

（１）開発許可制度の概要

　開発許可制度は、都市計画法第２９条の規定により、主として建築物の建築の用に供する目的で

― 24 ―



３.伊万里市建築協定に関する条例

（１）建築協定制度の概要

　建築基準法は、建築に関する様々な基準を定めていますが、これらは一律の最低限の基準であり、
地域の特性に応じた良好な住環境づくり、魅力ある個性的な街並みづくりをするためには必ずしも十
分とはいえません。
　そこで、建築基準法では、地域自らルールをつくる建築協定制度を設けています。
　建築協定制度とは、住宅地として良好な環境や、商店街としての利便性・魅力などを維持増進する
ため、建築基準法で定められた最低限の基準に上乗せして、その地域のルールを住民自ら設けること
ができる制度となっています。
　伊万里市建築協定に関する条例は、住民自ら定めたこの協定を住民相互に守ることによって、将来
にわたる地域の環境の保全、個性を活かした魅力あるまちづくりを進めることを目的に平成２０年６
月２６日から施行されました。

（２）建築協定の手続き（手続きのフローチャート）
住民 伊万里市役所

まちづくりのための十分な話し合い

・建築協定区域
・有効期間
・協定内容
・違反のあった場合の措置

事前相談（都市政策課）

建築協定書の作成
（建築基準法第70条第1項）

協定者全員の合意

協定者の代表による認可申請
（建築基準法第70条第1項）

許可書の写しを協定者に配布 一般の縦覧
（建築基準法第73条第3項）

受付・公告・縦覧（20日以上）

関係人の異議申出
（縦覧後10日以内）

協定者の過半数の出席が必要
（委任状で可）

公開による意見の聴取
（建築基準法第73条第1項）

認　　可
（建築基準法第73条第2項）

許可書の受領 公　　告
（建築基準法第73条第2項）
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用途地域内の建築物の用途制限 用途地域の形態規制　（建築基準法第52・53・54・55・56条）
第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第
一
種
中
高

層

住
居
専
用
地

域

第

 
一

 
種

住

居

地

域

第

二

種

住

居

地

域

準

住

居

地

域

近

隣

商

業

地

域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

工

業

専

用

地

域

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

× ① ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③

× × ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③

× × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③

× × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③

× × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③

× × × × × × ○ ○ ○ × ×

× × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ × × ▲ 3, 000㎡以下

× × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ▲ 3, 000㎡以下

カラ オケボッ ク ス 等 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

劇場、 映画館、 演芸場、 観覧場 × × × × × ▲ ▲ ○ ○ × × ▲ 客席200㎡未満

× × × × × × × ○ ▲ × × ▲ 個室付浴場等を除く

幼稚園、 小学校、 中学校、 高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

大学、 高等専門学校、 専修学校等 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

図書館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

巡査派出所、 一定規模以下の郵便局等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神社、 寺院、 教会等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

病院 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

公衆浴場、 診察所、 保育所等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

老人ホーム、 身体障害者福祉ホーム等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

老人福祉センタ ー、 児童厚生施設等 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 600㎡以下

自動車教習所 × × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3, 000㎡以下

単独車庫（ 付属車庫を除く ） × × ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 300㎡以下　 2階以下

① ① ② ③ ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3, 000㎡以下

× ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ① ① ① ② ② ○ ○ ○

× × × × × × ② ② ○ ○ ○

× × × × × × × × ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ ○

量が非常に少ない施設 × × × ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

量が少ない施設 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○

量がやや多い施設 × × × × × × × × ○ ○ ○

量が多い施設 × × × × × × × × × ○ ○

注） 本表は、 建築基準法別表第二の概要であり 、 すべての制限について掲載し たも のではあり ま せん

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

工
場
・
倉
庫
等

遊
戯
施
設
・
風
俗
施
設

事
務
所
等

店
舗
等

火薬、 石油類、 ガス
など の危険物の貯蔵
・ 処理の量

倉庫業倉庫

畜舎（ 15㎡を超える も の）

パン屋、 米屋、 豆腐屋、 菓子屋、 洋服店、 畳屋、

建具屋、 自転車店等で作業場の床面積が50m
2
以下

店舗等の床面積が、 3, 000㎡を越え、 10, 000㎡以下のも の

備　 　 　 　 考

※一団地の敷地内について別の制限あり

原動機の制限あり
 ▲ 2階以下

店舗等の床面積が、 150㎡以下のも の

店舗等の床面積が、 150㎡を越え、 500㎡以下のも の

店舗等の床面積が、 500㎡を越え、 1, 500㎡以下のも の

店舗等の床面積が、 1, 500㎡を越え、 3, 000㎡以下のも の

店舗等の床面積が、 10, 000㎡を越える も の

用途地域内の建築物の用途制限
　 　 ○　 建てら れる 用途
　 　 ×　 建てら れない用途
　 　 ①、 ②、 ③、 ④　 ▲
　 　 　 　 　 面積、 階数等の制限あり

住宅、 共同住宅、 寄宿舎、 下宿

非住宅部分の用途制限あり

① ① ② ③ ○

原動機・ 作業内容の制限あり
作業場の床面積
① 50㎡以下　 ② 150㎡以下

原動機の制限あり
作業場の床面積
① 50㎡以下　 ② 150㎡以下　 ③ 300㎡以下

危険性や環境を悪化さ せる おそれが非常に少ない工場

危険性や環境を悪化さ せる おそれが少ない工場

危険性や環境を悪化さ せる おそれがやや多い工場

危険性が大き いか又は著し く 環境を悪化さ せる おそれがある 工場

卸売市場、 火葬場、 と 畜場、 汚物処理場、 ごみ焼却場等

③× × ×自動車修理工場

兼用住宅で、 非住宅部分の床面積が、 50m
2
以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のも の

事務所等の床面積が、 3, 000㎡を越える も の

ボーリ ング場、 ス ケート 場、 水泳場、 ゴルフ 練習場、 バッ ティ ング練習場等

ホテル・ 旅館

事務所等の床面積が、 150㎡以下のも の

事務所等の床面積が、 150㎡を越え、 500㎡以下のも の

事務所等の床面積が、 500m2を越え、 1, 500m2以下のも の

事務所等の床面積が、 1, 500㎡を越え、 3, 000㎡以下のも の

麻雀屋、 パチンコ 屋、 射的場、 馬券・ 車券販売所等

キャ バレ ー、 ダンス ホール等、 個室付浴場等

①
②
③

600㎡以下　 1階以下
3, 000㎡以下　 2階以下
2階以下

建築物付属自動車車庫
　 ①②③については、 建築物の延べ面積の
　 1/2以下かつ備考欄に記載の制限

日用品販売店舗、 喫茶店、 理髪店及び建具屋等
のサービス 業用店舗のみ。 2階以下
①に加えて、 物品販売店舗、 飲食店、 損保代理
店・ 銀行の支店・ 宅地建物取引業者等のサービ
ス 業用店舗のみ。 2階以下
物品販売店舗、 飲食店を除く

①

②

③

① 3, 000㎡以下

都市計画区域においては都市計画決定が必要

○ ○

1. 25
1

1. 25
1

1. 25 1. 25
1 1

1. 25
1

1. 25
1

1. 25
1

2. 50
1

2. 50
1

2. 50
1

2. 50
1

2. 50
1

1. 25
1

1. 25
1

※類焼の防止を目的と し て、 屋根及び外壁、 軒裏の構造を制限

――

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

外壁及び軒裏で延焼のおそれのある 部分

外壁の延焼のおそれのある 部分

―

―

制限（ 構造）

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

10m+

耐火建築物

耐火建築物ま たは
準耐火建築物

防火構造
不燃材料で造る
か、 おおう

制限（ 構造）

70％
1

対象と なる 建築物

―

―

対象と なる 建築物

ただし 、 主要構造物が不燃材料で造ら れた
卸売市場の上屋ま たは、 機械製作工場の類
を除く

外壁及び軒裏で延焼のおそれがある 部分
高さ ２ ｍをこ える 付属の門ま たはへいで
延焼のおそれのある 部分

地階をのぞく 階数が4以上ま たは、

延べ面積が1, 500m2を超える 建築物

地階をのぞく 階数が３ ま たは、 延べ面

積が500m2をこ え1, 500m2以下の建築物

　 ①、 ②以外の木造建築物

斜　 線　 制　 限 外壁後 高　 さ
用 途 地 域 名 容積率 建ぺい率

前面道路 隣　 地 北　 側 退距離 制　 限

1. 25
1. 0 m 10 m

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 100％ 60％ 5m+

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 80％ 50％ 5m+
1

200％ 60％ 20m+
1

―

―

20m+
1

10 m
1

1. 25

1. 25

1. 25
20m+

1
―

近 隣 商 業 地 域

第一種中高層住居専用地域

1. 25
第 二 種 住 居 地 域 200％ 60％

第 一 種 住 居 地 域 200％ 60％

1. 25
準 住 居 地 域 200％ 60％ 20m+

1

※① 31m+
200％ 80％ 1

300％ 80％ 1. 50

60％ 31m+
1

80％ 31m+
1

1. 50
商 業 地 域 400％

1. 50
工 業 地 域 200％ 60％

1. 50
準 工 業 地 域 200％

31m+
1

1. 50
工 業 専 用 地 域 200％ 60％ 31m+

1

※②

20m+
1

都 市 計 画 区 域 200％ 60％※③

200％
1. 50

20m+

（ ただし 、 茶室、 あずま や等又は、 延べ床面
積10㎡以内の物置、 納戸等の屋根の延焼のお
それのある 部分以外の部分は除く ）

　 ※①の地域の内、 容積率300％の地区については、 伊万里駅周辺及び道路の沿道
　 ※②の区域は、 伊万里市波多津町大字辻字五本松、 字柳谷、 字浜新田、 字大園、 字獄、 字永田、
　 　 　 字野林、 字高尾及び字小湯ノ 浦の区域
　 ※③の区域は、 ②に掲げる 区域以外の用途指定外都市計画区域

1. 50

建築基準法第22条、第23条及び第24条の規定による建築制限

準防火地域内の建築制限　（建築基準法第６２条）

①

②

③

用 途 指 定 外

木造建築物等

木造建築物等の特殊建築物

23条

24条
・ 防火構造

すべての建築物

・ 屋根が通常の火災によ り 、 屋内に達する 防火上有害
　 な溶融、 亀裂その他の損傷を生じ ないも の

・ 屋根が通常の火災によ る 火の粉によ り 、 防火上有害
　 な発炎をし ないも の

屋根

22条



　　　　用途地域指定区域外　都市計画区域　形態規則
 

200%
70%

200%
60% 1.5

1.25





町名 字名 ※読み 備考 町名 字名 ※読み 備考 町名 字名 ※読み 備考 町名 字名 ※読み 備考
伊万里町 字黒尾町 ｸﾛｵﾏﾁ (一部) 大坪町丙 字堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ (全域) 山代町楠久津 字新田 ｼﾝﾃﾞﾝ (全域) 山代町立岩 字古里 ﾌﾙｻﾄ (全域)
新天町 字中井樋 ﾅｶﾕﾋﾞ (一部) 大坪町丙 字柳町 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ (全域) ※山代町楠久津 字津 ﾂ (一部) 山代町立岩 字大川口 ｵｵｶﾜｸﾞﾁ (全域)
新天町 字坂口 ｻｶｸﾞﾁ (全域) 大坪町丙 字辻畑 ﾂｼﾞﾊﾀ (一部) 山代町楠久 字四軒屋搦 ｼｹﾝﾔｶﾞﾗﾐ (全域) 山代町立岩 字野林 ﾉﾊﾞﾔｼ (全域)
新天町 字向坂口 ﾑｺｳｻｶｸﾞﾁ (全域) 大坪町丙 字小式原 ｺｼｷﾊﾗ (一部) 山代町楠久 字壱ノ坪 ｲﾁﾉﾂﾎﾞ (全域) 山代町立岩 字平田 ﾋﾗﾀ (全域)
新天町 字向新田 ﾑｺｳｼﾝﾃﾞﾝ (全域) 大坪町丙 字田中 ﾀﾅｶ (全域) 山代町楠久 字大園 ｵｵｿﾞﾉ (全域) 山代町立岩 字香椎川 ｶｼｲｶﾞﾜ (全域)
新天町 字長筬 ﾅｶﾞｵｻ (全域) 大坪町丙 字加志田 ｶｼﾀﾞ (全域) 山代町楠久 字櫛ノ木 ｸｼﾉｷ (全域) 山代町立岩 字天神 ﾃﾝｼﾞﾝ (全域)
新天町 字中島 ﾅｶｼﾏ (全域) 大坪町丙 字午戻 ｳﾏﾓﾄﾞｼ (全域) 山代町楠久 字高原 ﾀｶﾊﾞﾙ (全域) 山代町立岩 字門ノ上 ｶﾄﾞﾉｳｴ (全域)
新天町 字土居ノ浦 ﾄﾞｲﾉｳﾗ (一部) 大坪町丙 字辻ノ前 ﾂｼﾞﾉﾏｴ (一部) 山代町楠久 字前田 ﾏｴﾀﾞ (全域) 山代町立岩 字桑阪 ｸﾜｻｶ (全域)
新天町 字浜ノ浦 ﾊﾏﾉｳﾗ (一部) 大川内町丙 字栗林 ｸﾘﾊﾞﾔｼ (一部) 山代町楠久 字上馬場 ｶﾐﾊﾞﾊﾞ (全域) 山代町立岩 字黒藻 ｸﾛﾓ (全域)
新天町 字葭ノ本 ﾖｼﾉﾓﾄ (全域) 大川内町丙 字五本椿一 ｺﾞﾎﾝﾂﾊﾞｷｲﾁ (一部) 山代町楠久 字鳴石搦一 ﾅﾙｲｼｶﾞﾗﾐｲﾁ (全域) 山代町立岩 字黒藻搦 ｸﾛﾓｶﾞﾗﾐ (全域)
立花町 字陣内 ｼﾞﾝﾅｲ (全域) 脇田町 字陣内 ｼﾞﾝﾅｲ (全域) 山代町楠久 字鳴石搦二 ﾅﾙｲｼｶﾞﾗﾐﾆ (全域) 山代町立岩 字栗山 ｸﾘﾔﾏ (全域)
立花町 字前田 ﾏｴﾀﾞ (全域) 脇田町 字川久保 ｶﾜｸﾎﾞ (全域) ※山代町楠久 字鳴石搦三 ﾅﾙｲｼｶﾞﾗﾐｻﾝ (一部) 山代町立岩 字津々江 ﾂﾂｴ (全域)
立花町 字小原 ｺﾊﾗ (全域) 脇田町 字釜蓋 ｶﾏﾌﾞﾀ (全域) 山代町楠久 字湯ノ谷 ﾕﾉﾀﾆ (全域) 山代町立岩 字小屋敷 ｺﾔｼｷ (全域)
立花町 字野田 ﾉﾀﾞ (全域) 脇田町 字二本椎 ﾆﾎﾝｼﾞｲ (全域) 山代町楠久 字米倉石 ﾖﾈｸﾗｲｼ (一部) 山代町立岩 字大内 ｵｵｳﾁ (全域)
立花町 字口ノ町 ｸﾁﾉﾏﾁ (一部) 脇田町 字三反間 ｻﾝﾀﾞﾝﾏ (全域) 山代町楠久 字茅野搦 ｶﾔﾉｶﾞﾗﾐ (一部) 山代町立岩 字赤坂 ｱｶｻｶ (全域)
立花町 字広田 ﾋﾛﾀ (全域) 脇田町 字馬臥 ﾏﾌﾞｾ （一部） 山代町楠久 字沖ノ田 ｵｷﾉﾀ (一部) 山代町立岩 字佐代の上 ｻﾖﾉｳｴ    (全域)
立花町 字銭亀 ｾﾞﾆｶﾞﾒ (全域) 脇田町 字浜田 ﾊﾏﾀﾞ （一部） 山代町楠久 字胸田 ﾑﾈﾀﾞ (一部) 山代町立岩 字蟹喰 ｶﾆｸｲ  (全域)
立花町 字通谷 ﾄｵﾘﾀﾞﾆ (全域) 脇田町 字岡 ｵｶ （一部） 山代町峰 字鳴石 ﾅﾙｲｼ (全域) 山代町立岩 字佐代田原 ｻﾖﾀﾊﾞﾙ (全域)
立花町 字長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ (全域) 脇田町 字上ノ山 ｳｴﾉﾔﾏ （一部） ※山代町峰 字長者 ﾁﾖｳｼﾞﾔ (一部) 山代町立岩 字佐代搦 ｻﾖｶﾞﾗﾐ (全域)
立花町 字鑵子 ｶﾝｽ (全域) 木須町 戸ノ須・辺古島 ﾄﾉｽ.ﾍｺﾞｼﾞﾏ （一部） 山代町峰 字北平 ｷﾀﾋﾗ (全域) 山代町立岩 字稗田 ﾋｴﾀﾞ (全域)
立花町 字小敷山 ｺｼｷﾔﾏ (全域) 木須町 馬伏 ﾏﾌｾ （一部） 山代町峰 字北切寄 ｷﾀｷﾘﾖｾ (一部) 山代町立岩 字前田 ﾏｴﾀﾞ (全域)
立花町 字大堤 ｵｵﾂﾂﾐ (一部) 二里町八谷搦 字有田一本松 ｱﾘﾀｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ (全域) ※山代町久原 字平尾 ﾋﾗｵ (一部) 山代町立岩 字開田 ﾋﾗｷﾀﾞ (全域)
立花町 字萱村 ｶﾔﾑﾗ (一部) 二里町八谷搦 字有田二本松 ｱﾘﾀﾆﾎﾝﾏﾂ (一部) 山代町久原 字久保田 ｸﾎﾞﾀ (全域) 山代町立岩 字田原 ﾀﾊﾞﾙ (全域)
立花町 字釜ノ塔 ｶﾏﾉﾄｳ (一部) 二里町八谷搦 字有田六本松 ｱﾘﾀﾛﾂﾎﾟﾝﾏﾂ (全域) ※山代町久原 字矢房 ﾔﾌｻ (一部) 山代町立岩 字野中 ﾉﾅｶ (全域)
立花町 字浦山 ｳﾗﾔﾏ (一部) 二里町八谷搦 字伊万里一本松 ｲﾏﾘｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ (一部) ※山代町久原 字原 ﾊﾙ (一部) 山代町立岩 字二度ノ久保 ﾆﾄﾞﾉｸﾎﾞ (全域)
立花町 字金谷 ｶﾅﾔ (一部) 二里町八谷搦 字伊万里二本松 ｲﾏﾘﾆﾎﾝﾏﾂ (一部) 山代町久原 字下場 ｼﾓﾊﾞ (全域) 山代町立岩 字北田原 ｷﾀﾀﾊﾞﾙ (全域)
立花町 字円蔵寺 ｴﾝｿﾞｳｼﾞ (一部) 二里町八谷搦 字伊万里三本松 ｲﾏﾘｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ (全域) 山代町久原 字橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ (全域) 山代町立岩 字川渕 ｶﾜﾌﾞﾁ (全域)
立花町 字大尾 ｵｳｵ (一部) 二里町大里甲 字札ノ尾 ﾌﾀﾞﾉｵ (全域) 山代町久原 字波佐間 ﾊｻﾞﾏ (全域) 山代町立岩 字中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ (全域)
松島町 字一本松 ｲﾁﾎﾝﾏﾂ (全域) 二里町大里甲 字江湖ノ辻 ｺｺﾉﾂｼﾞ (全域) 山代町久原 字三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ (全域) 山代町立岩 字浦ノ崎 ｳﾗﾉｻｷ (全域)
松島町 字二本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ (全域) 二里町大里甲 字笹尾 ｻｻｵ (全域) 山代町久原 字小波瀬 ｺﾊｾﾞ (全域) 山代町立岩 字亥ノ子倉 ｲﾉｺｶﾞｸﾗ (全域)
松島町 字三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ (一部) 二里町大里甲 字笹尾搦 ｻｻｵｶﾞﾗﾐ (全域) 山代町久原 字大波瀬 ｵｵﾊｾﾞ (全域) 山代町立岩 字新搦 ｼﾝｶﾞﾗﾐ (全域)
松島町 字五本松 ｺﾞﾎﾝﾏﾂ (一部) 二里町大里甲 字神林 ｶﾝﾊﾞﾔｼ (全域) 山代町久原 字浜鴫 ﾊﾏｼｷﾞ (全域) 山代町立岩 字小松堀 ｺﾏﾂﾎﾞﾘ (全域)
松島町 字六本松 ﾛｸﾎﾝﾏﾂ (全域) 二里町大里甲 字古町 ﾌﾙﾏﾁ (全域) 山代町久原 字千把ヶ岳 ｾﾝﾊﾞｶﾞﾀﾞｹ (全域) 山代町立岩 字原 ﾊﾙ (全域)
松島町 字搦 ｶﾗﾐ (一部) 二里町大里甲 字杢路寺 ﾑｸﾛｼﾞ (一部) 山代町久原 字城休 ｼﾛﾔｽﾐ (全域) 山代町立岩 字馬渡 ﾏﾜﾀｼ (一部)
大坪町甲 字学校裏 ｶﾞﾂｺｳｳﾗ (全域) 二里町大里甲 字山ノ中 ﾔﾏﾉﾅｶ (一部) 山代町久原 字追崎 ｵｲｻﾞｷ (全域) 山代町立岩 字田間 ﾀﾏ (一部)
大坪町甲 字山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ (全域) 二里町大里甲 字野副 ﾉｿﾞｴ (一部) 山代町久原 字駄地 ﾀﾞｼﾞ (一部) 山代町立岩 字竹原 ﾀｹﾊﾗ (一部)
大坪町甲 字小物成 ｺﾓﾉﾅﾘ (全域) 二里町大里甲 字松尾搦 ﾏﾂｵｶﾞﾗﾐ (全域) 山代町久原 字崩岩 ｸｽﾞﾚｲﾜ (一部) 山代町立岩 字高群 ﾀｶﾌﾞﾚ (一部)
大坪町甲 字葉蓋 ﾊﾌﾞﾀ (全域) 二里町大里甲 字川宿 ｶﾜｼﾕｸ (全域) 山代町久原 字藤ノ尾 ﾌｼﾞﾉｵ (一部) 山代町立岩 字松尾 ﾏﾂｵ (一部)
大坪町甲 字白野 ｼﾗﾉ (全域) 二里町大里甲 字平澤良 ﾋﾗｻﾞﾜﾗ (一部) 山代町久原 字矢ノ宗 ﾔﾉﾑﾈ (一部) 山代町立岩 字皮籠石 ｶﾜｺﾞｲｼ (一部)
大坪町甲 字戸城 ﾄｼﾞﾛ (一部) 黒川町塩屋 字七ツ島 ﾅﾅﾂｼﾞﾏ (一部) 山代町久原 字堀田 ﾎﾂﾀ    (一部) 山代町立岩 字尾崎 ｵｻﾞｷ (一部)
大坪町甲 字裏川内 ｳﾗｶﾞﾜﾁ (一部) 黒川町塩屋 字城平 ｼﾞﾖｳﾋﾞﾗ (一部) 山代町久原 字花房 ﾊﾅﾌｻ (一部) 山代町立岩 字観音谷 ｶﾝﾉﾝﾀﾞﾆ (一部)
大坪町甲 字六仙寺裏 ﾛｸｾﾝﾁﾞｳﾗ (全域) 黒川町塩屋 字浜開 ﾊﾏﾋﾞﾗｷ (一部) 山代町久原 字上揚 ｶﾐｱｹﾞ (一部) 山代町立岩 字内園 ｳﾁｿﾞﾉ (一部)
大坪町甲 字神森 ｶﾐﾉﾓﾘ (一部) 黒川町塩屋 字散ノ浦 ﾁﾘﾉｳﾗ (一部) 山代町久原 字古園 ﾌﾙｿﾞﾉ (一部) 山代町立岩 字猿喰 ｻﾙｸｲ (一部)
大坪町甲 字西犬川 ﾆｼｲﾝｺﾞ (一部) 黒川町塩屋 字牧ノ地 ﾏｷﾉﾁ (全域) 山代町久原 字伊勢越 ｲｾｺｼ (一部) 山代町立岩 字童川 ﾜﾗﾍﾞｶﾞﾜ (一部)
大坪町甲 字東田川 ﾋｶﾞｼﾀｶﾞﾜ (一部) 黒川町小黒川 字前田 ﾏｴﾀﾞ (一部) 山代町久原 字打越 ｳﾁｺﾞｼ (一部) 山代町立岩 字天久保 ｱﾏｸﾎﾞ (一部)
大坪町乙 字稗田 ﾋｴﾀﾞ (全域) 黒川町小黒川 字東ノ久保 ﾋｶﾞｼﾉｸﾎﾞ (一部) 山代町久原 字脇ノ谷 ﾜｷﾉﾀﾆ (一部) 山代町立岩 字下り道 ｸﾀﾞﾘﾐﾁ (一部)
大坪町乙 字地北 ﾁｷﾀ (一部) 黒川町小黒川 字裏新田 ｳﾗｼﾝﾃﾞﾝ (一部) 山代町久原 字小牧 ｺﾏｷ (一部) 山代町立岩 字上河原 ｶﾐｺｳﾊﾗ (一部)
大坪町乙 字松ノ木原 ﾏﾂﾉｷﾊﾞﾙ (一部) 瀬戸町 字畳瀬 ﾀﾀﾐｾﾞ (全域) 山代町久原 字牧ノ地 ﾏｷﾉｲﾁﾞ (一部) 山代町立岩 字平古場 ﾋﾗｺﾊﾞ (一部)
大坪町乙 字庵ノ元 ｱﾝﾉﾓﾄ (一部) 瀬戸町 字真瀬ヶ浦 ﾏｾﾞｶﾞｳﾗ (全域) 山代町立岩 字苗代田 ﾅﾜｼﾛﾀﾞ (全域) 山代町立岩 字平原 ﾋﾗﾊﾞﾙ (一部)
大坪町乙 字駄道 ﾀﾞﾐﾁ (一部) 瀬戸町 字弥五ヶ浦 ﾔｺﾞｶﾞｳﾗ (全域) 山代町立岩 字尾路崎 ｵﾛｻﾞｷ (全域) 山代町立岩 字向山 ﾑｶｲﾔﾏ (一部)

瀬戸町 字五分ヶ谷 ｺﾞﾌﾞｶﾞﾀﾞﾆ (全域) 山代町立岩 字駒次郎 ｺﾏｼﾞﾛｳ (全域) 山代町立岩 字古川 ﾌﾙｶﾜ (一部)
山代町立岩 字頭無 ｱﾀﾏﾅｼ (一部)

※字名の読みについては、参考掲載である為、正確ではない場合があります。 ※ については、伊万里団地の一部を除く字全域
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【建築基準法　第２２条指定区域　伊万里市指定字一覧表】

準
防
火
地
域
を
除
く
用
途
地
区
全
域




	
	シートとシート ビュー
	★印刷用 伊万里都市計画用途地域図R02.09.01(A3)-40000分の1総括図





